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満であるときは、その端数金額又は、その全額を切り捨てる。）に延滞金特例基準割合＋年 7.3％（納期限の翌日から１月を経過す
る日までの期間については地方税法で定める率）の割合を乗じて計算した金額（延滞金）を加算して納入して下さい。ただし算出
した金額に１００円未満の端数があるとき、またはその金額が 1,000円未満のときは、その端数金額又は、その金額を切り捨てます。








